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令和６年第４回牛久市議会定例会常任委員会議案付託表 

 

○ 教育文化常任委員会 

 

議案第 ８２号 工事請負契約の締結について 
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                午後１時５７分開会 

○伊藤委員長 それでは、定刻より早いですが、おそろいでありますので、ただいまから教育文

化常任委員会を開会いたします。 

 本日、説明員として出席した者は、教育長、教育部長、教育委員会次長兼教育総務課長、教育

施設課長であります。書記として、澤城さん、椎名さんが出席しております。 

 この際、報告をいたします。 

 去る１１月１４日の委員会において、委員長より発言しました暫時休憩前の発言を取り消しさ

せていただきまして、教育長の発言の後、休憩ということにさせていただきますという発言につ

きまして、取消しをしたい旨を申出するとともに委員長においてこれを許可いたしましたので、

お知らせいたします。 

 本委員会に付託されました案件は、 

 議案第 ８２号  工事請負契約の締結について 

 以上１件であります。 

 なお、会議録を作成いたしますので、マイクを使用して発言していただきますようお願いいた

します。また、執行部におかれましては、所属を述べた後に議案説明、答弁等をお願いいたしま

す。 

 これより議事に入ります。 

 初めに、議案第８２号、工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

 議案第８２号について提案者の説明を求めます。教育施設課長。 

○北島教育施設課長 教育施設課、北島です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第８２号、工事請負契約の締結について御説明いたします。 

 本件は、令和６・７年度おくの義務教育学校施設一体型建設工事、工区２体育館・外構等工事

につきまして、工事請負契約を締結するものでございます。 

 去る１２月１１日に一般競争入札を執行し、オカベ・松浦特定建設工事共同企業体が４億７，

９６０万円で落札いたしました。 

 工事内容につきましては、体育館、武道場ともに防水、外壁、建具、内装、塗装、それと躯体

改修工事を行います。 

 外構工事につきましては、約６，０００平方メートルの舗装工事やフェンス等の整備を行い、

テニスコート工事につきましては、クレイ系舗装の整備などを行うものでございます。 

 工期は、市議会の議決を得た日の翌日から令和７年１１月２８日までとなります。 

 説明は以上です。 

○伊藤委員長 これより議案第８２号に対する質疑及び意見を行います。質疑及び意見のある方

は御発言願います。甲斐委員。 

○甲斐委員 よろしくお願いします。 

 工事箇所の変更は今聞きました。この入札契約において、これプラス総額、工事全体の総額の

変更はないのかという確認と、あと、いつもで申し訳ないんですが、補助金等が変更がないかと
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いうことですね。工期日程がずれていくということでありますので、その辺の確認をしたいと思

います。 

 あと、工事に伴う在学生の、在校生の今後控える卒業式とか入学式の段取りはどのようになっ

ているのか、お尋ねをしたいと思います。３点ですかね。 

○伊藤委員長 教育施設課長。 

○北島教育施設課長 甲斐委員の御質問にお答えいたします。 

 まず、工事の総額等につきましてなんですが、こちらあくまでもちょっと予算になりますが、

今回の工事を含めて、令和６年度までに計上させていただきました事業予算、こちらは３７億９

８９万５，０００円という形になっております。 

 それと補助金につきましては、今回、体育館等に補助金を受けるような形になっていますが、

そちらは既に７年度に予算のほう繰り越しております。５年度と６年度、それぞれそういったと

ころで補助金の変更等はございませんで、トータルで現在のところ、国から示されている金額は

８億８，４１５万７，０００円というふうな形になっております。 

 それとあと卒業式等につきましては、南校舎の体育館等で行う、そういったところをちょっと

学校のほうと場所について検討を進めているところでございます。学校の意見、希望等もござい

ますので、今後ちょっとそういったところをちょっと詰めていきまして、卒業式、そういったと

ころが保護者等にお知らせするような段階になりましたら、そういったところはお知らせしてい

きたいという形で今のところ検討しているという状況でございます。 

 以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑及び意見のある方は御発言願います。大森委員。 

○大森委員 大森です。よろしくお願いします。 

 入札が１社ということで、予定価格が４億８，００３万７，０００円のところ、４億７，９６

０万ということで、約７７万、落札率が９９.８４％というところでは、大分接近している、予定

価格に近い状況ですが、市の担当としても、いろいろこの見積りについては専門のコンサルとか

設計会社とかいろいろ頼んでいる状況かと思いますが、その辺はどの辺でやったのか、苦労した

点とかあればお聞きしたいということと、体育館の武道場の工事というところで、概要のところ

に載っておりますけども、今後避難所になる可能性も高いというところでは、断熱工事とか、冷

暖房関係はどうなっているのか。あと、そういった防災関係の今後資機材、そういうのも収納で

きる部分は、多くの義務教育学校全体の話かもしれませんが、どういうイメージをあるのか、分

かる範囲で伺いたいと思います。 

 以上です。 

○伊藤委員長 教育施設課長。 

○北島教育施設課長 大森委員の御質問にお答えいたします。 

 今回、予定価格のほうにつきましては、まず設計におきましては、県単価など、決まった単価

を採用して積算のほうは行っておりますので、予定価格については、そういった単価を採用して

いるというふうなことがございますので、適正に設定できているものだという形では考えている
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ところでございます。 

 それとあと、武道場と体育館等の改修の中での断熱化とか冷暖房とかというお話なんですが、

今回改修している、改修する内容については、環境改善をするといったところを主に置いている

工事になります。 

 具体的に申し上げると、照明がちょっと水銀灯で古いのでＬＥＤに交換したりとか、あとは床

の部分の老朽化がありますのでそちらのほうを再塗装するとか、そういったところをちょっと行

う工事ですので、断熱化をするといった工事は入っておりません。それと、冷暖房、こちらの整

備についても当然、そういうことから入っていないといった状況でございます。 

 最後に、防災のほうの機能に関して改修ということなんですが、南校舎の体育館の１階の部分

に当たりますが、部室棟というところが今ございまして、そちらを今後防災倉庫として使ってい

ただくという計画をもとに、内部の塗装とか、そういった程度の改修になりますが、そういった

ところも予定しているところでございます。 

 以上です。 

○伊藤委員長 ほかに意見質疑はございますでしょうか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○伊藤委員長 以上で議案第８２号に対する質疑及び意見を終結いたします。 

 続いて討論を行います。討論のある方はいらっしゃいますか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○伊藤委員長 なければ、以上で討論を終結いたします。 

 これより付託されました案件につきまして採決いたします。 

 採決は挙手により行います。 

 議案第８２号、工事請負契約の締結については、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を

求めます。 

        〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手多数であります。よって、議案第８２号は原案のとおり可決されました。 

 以上をもちまして、執行部提出議案についての審査は終了いたしました。 

 ここで、執行部の方は退席されても結構です。 

 次に、閉会中の継続調査についてを議題といたします。 

 本委員会の継続調査事項であります学び合い変更の経緯及び今後の牛久市の教育については、

去る１１月１４日の委員会で調査を終了することに決定し、閉会中の継続調査報告書については、

委員長が案文作成したものを委員会でお諮りすることにいたしました。 

 ついては、サイドブックスに報告書案を登載いたしましたので、内容を御確認いただき、御意

見のある方は挙手をお願いいたします。 

 失礼いたしました。メールにて、報告書を添付させていただいております。 

 少し時間を取って読む時間を設けましょうか。 

 では、５分、ただいま１４時１０分ありますので、５分間暫時休憩にいたしまして、内容確認
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いただいた後、再開したいと思います。 

                午後 ２時１０分休憩 

        ―――――――――――――――――――――――――― 

                午後 ２時１５分開議 

○伊藤委員長 再開いたします。 

 報告書案につきまして、御意見のある方は挙手をお願いいたします。大森委員。 

○大森委員 すみません、報告書の前に、報告があった教育長の発言の取消しの件なんですけど、

あれは大分ね、ヒアリングした後、教育長の強い意向でね、入れてくれっていう話になって、そ

の後取消しっていう形になったんですけど、事前に伊藤委員長のほうに伺ってそういう御相談が

あったのか、電話連絡だったのか。日付の経緯とかが日時経過で分かるんであれば、そういう、

その経過だけ、分かる範囲で教えていただきたいと思います。 

○伊藤委員長 その委員会の翌日だったですかね、椎名さんから、お電話で、教育長が、教育委

員会が発言を取り消したいと言っていると連絡を受けまして、それで、議長にも相談をさせてい

ただいて、それで、また皆様にも委員会の前にメールでそのようなことがあったということでお

知らせをさせていただきまして、このようにしたという経緯でございます。 

○大森委員 では、そのあと委員長から教育長に取消し了解という形で連絡等はしたんですか。 

○伊藤委員長 私からは直接はしておりません。事務局からやり取りがあったという形になりま

す。 

 そのほかに御意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

 それではお諮りいたします。 

 この内容で報告を行うことに御異議ありませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○伊藤委員長 御異議なしと認めます。よって、この内容で、閉会中の継続調査報告書を議長宛

て報告いたします。 

 次に、付託案件以外の所管事項について、御意見のある方は御発言願います。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○伊藤委員長 御意見がなければ、以上で付託案件以外の所管事項についての意見を終結いたし

ます。 

 次に、本委員会における議案審査に係る審査委員長報告書の作成についてお諮りいたします。 

 委員長報告書の作成は委員長一任ということで御異議ありませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○伊藤委員長 御異議なしと認めます。よって、委員長報告書の作成は委員長一任と決定いたし

ました。 

 これをもちまして、教育文化常任委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

                午後２時１９分閉会 


